
前
払
式
特
定
取
引
業
の
会
員
譲
受
の
お
知
ら
せ

こ
の
度
、
株
式
会
社
サ
イ
カ
ン
シ
ス
テ
ム
並
び
に

ア
ル
フ
ァ
ク
ラ
ブ
栃
木
株
式
会
社
は
平
成
二
十
年
二

月
十
四
日
、
本
社
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和

田
町
一
丁
目
一
四
六
九
番
地
、
株
式
会
社
サ
イ
カ
ン

よ
り
、会
員
の
契
約
上
の
地
位
を
譲
り
受
け
ま
し
た
。

今
後
、
前
述
の
会
員
の
方
々
の
権
利
義
務
に
つ
き
ま

し
て
は
株
式
会
社
サ
イ
カ
ン
シ
ス
テ
ム
並
び
に
ア
ル

フ
ァ
ク
ラ
ブ
栃
木
株
式
会
社
の
二
社
が
責
任
を
も
っ

て
承
継
さ
せ
て
い
た
だ
く
事
を
お
知
ら
せ
致
し
ま

す
。株

式
会
社
サ
イ
カ
ン
よ
り
の
営
業
譲
受
け
地
域
に

つ
き
ま
し
て
は
、
茨
城
県
、
栃
木
県
は
ア
ル
フ
ァ
ク

ラ
ブ
栃
木
株
式
会
社
が
、
そ
れ
以
外
の
地
域
は
、
株

式
会
社
サ
イ
カ
ン
シ
ス
テ
ム
が
引
受
け
る
も
の
と
し

ま
す
。

尚
、
異
議
の
あ
る
方
は
文
書
に
よ
り
平
成
二
十
年

三
月
十
六
日
ま
で
に
左
記
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

譲
受
人

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和
田

町
一
丁
目
一
四
六
九
番
地

株
式
会
社
サ
イ
カ
ン
シ
ス
テ
ム

代
表
取
締
役

稲
川

治
利

譲
受
人

栃
木
県
宇
都
宮
市
大
通
り
五
丁
目
三

番
九
号

ア
ル
フ
ァ
ク
ラ
ブ
栃
木
株
式
会
社

代
表
取
締
役

神
田

成
二

譲
渡
人

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
和
田

町
一
丁
目
一
四
六
九
番
地

株
式
会
社
サ
イ
カ
ン

代
表
取
締
役

土
屋

貴
司

平成™—年™月˜œ日 金曜日 (号外第™Ÿ号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日
開
催
の
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

大
阪
府
泉
南
市
信
達
大
苗
代
一
一
二
五
番
地
の
八

四

有
限
会
社
イ
ン
タ
ー
シ
ス
テ
ム

清
算
人

森

春
雄

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
開
催
の
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日
付
で
解
散
い

た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

大
阪
市
中
央
区
西
心
斎
橋
一
丁
目
六
番
一
四
号

ビ
ッ
グ
ス
テ
ッ
プ
株
式
会
社

清
算
人

平
田

正
憲

解
散
公
告

当
社
は
、
定
款
で
定
め
た
存
続
期
間
の
満
了
日
で
あ
る

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日
の
経
過
を
も
っ
て
解
散
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

兵
庫
県
伊
丹
市
北
河
原
四
丁
目
二
番
二
四
号

ケ
ー
エ
ム
イ
ー
株
式
会
社

代
表
清
算
人

山
本

三
男

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

島
根
県
浜
田
市
長
浜
町
一
四
八
〇
番
地
五

有
限
会
社
亜
雅
彩

清
算
人

山
野
美
代
子

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
四
日
開
催
の
株
主
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
八
番
二

二
号

ス
マ
ー
ト
ラ
イ
フ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

松
原

健
一

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
開
催
の
臨
時

株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当

社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二

箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

長
崎
県
佐
世
保
市
日
宇
町
七
七
五
番
地

有
限
会
社
ア
ク
テ
ィ
ブ
サ
ポ
ー
ト

清
算
人

田
崎
浩
一
郎

解
散
公
告
（
第
二
回
）

当
財
団
法
人
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
日
開
催
の

理
事
会
の
決
議
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
教
育
委
員
会
の
許
可
を
得
て
、
平
成
二
十
年
一
月

十
八
日
を
も
っ
て
解
散
し
た
の
で
、
当
財
団
法
人
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
平
成
二
十
年
二

月
十
三
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

大
分
県
宇
佐
市
大
字
南
宇
佐
二
八
五
九
番
地

財
団
法
人
宇
佐
顕
彰
会

代
表
清
算
人

池
永
公
比
古

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
法
人
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
一
日
開
催
の
社
員

総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を

有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
平
成
二
十
年
二
月

八
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し

ま
す
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

群
馬
県
勢
多
郡
富
士
見
村
大
字
田
島
九
の
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
障
害
者
乗
馬
緑
の
風

清
算
人

野
中

賢
山

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
法
人
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
開
催
の
臨
時
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有

す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
平
成
二
十
年
二
月
十

三
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し

ま
す
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
石
井
二
七
五
三
番
地
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｏ
ｎ
ｅ
Ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ

清
算
人

山
科

好
史

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
組
合
は
、
平
成
十
九
年
七
月
二
十
三
日
開
催
の
臨
時

総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
組
合
に
債
権
を

有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
平
成
二
十
年
二
月

十
三
日
）の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し

ま
す
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

岡
山
県
倉
敷
市
下
津
井
田
之
浦
二
丁
目
一
番
三
号

長
浜
漁
業
協
同
組
合

代
表
清
算
人

橘

孝
義

解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
法
人
は
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日
開
催
の
臨
時

総
会
に
お
い
て
解
散
を
決
議
し
、
鹿
児
島
県
知
事
の
承
認

に
よ
り
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散
し

た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一

回
掲
載
（
平
成
二
十
年
一
月
八
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

鹿
児
島
市
鴨
池
新
町
一
〇
番
一
号
鹿
児
島
県
農
政

部
経
営
技
術
課
内社

団
法
人
鹿
児
島
県
国
際
農
友
会

代
表
清
算
人

宮
迫

泰
倫
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